
（案）

業 務 請 負 契 約 書

１ 業 務 名     令和８年度南近畿土地改良調査管理事務所 庁舎等清掃業務

２ 履行場所      奈良県吉野郡大淀町下渕３８８－１

３ 履行期間      令和 ８年 ４月 １日から

                  令和 ９年 ３月３１日まで

４ 請負代金額    ￥            （消費税込み）

（月額 別紙のとおり）

 上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別

添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす

る。

 本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

    令和　年  月 日

    発 注 者    住  所    奈良県吉野郡大淀町下渕３８８－１

                氏  名    分任支出負担行為担当官
                 近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所長  印

    受 注 者    住  所  

                氏  名                                            印

                                   



契 約 条 項 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭紙を含む。以下同じ。）に基づき、作業要

領に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び作業要領を内容とする業

務の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条  受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、特別に事情がある場合で、あらかじめ、発注者の書面による承

諾を得た場合は、この限りでない。 

（委任又は下請負の禁止） 

第３条  受注者は、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。但し、

特別に事情がある場合であらかじめ、発注者の書面による承認を得た場合は、この限り

でない。 

（監督職員） 

第４条  発注者の指定する職員（以下「監督職員」という。）は、この業務の適正な履行

を確保するため、立会い・指示・その他適切な方法により監督するものとする。ただ

し、監督職員は、作業中に受注者の作業員に対して直接指示を行わないものとする。 

（貸与品） 

第５条 発注者から受注者への貸与品は、別に定めるものとする。 

（業務を履行しない日） 

第６条  受注者は、作業を次の各号に掲げる日には行わなくてもよいものとする。ただ

し、必要に応じて監督職員の承認を得たうえで、業務を履行しない日を変更するものと

する。その場合は、同月内の業務の履行を要する日と入れ替えるものとする。 

  一  毎週火・木・土・日曜日、祝日及び国民の休日 

  二  １２月２８日から１月４日まで 

（業務を履行しなかった日の措置） 

第７条  受注者が前条に定める日以外にこの契約を履行しない場合は、次の算出方法によ

り得た額を減額するものとする。 

 
                                 契約の履行をしなかった日数 
        減  額  ＝  月  額  ×  
                                   契約の履行を要する日数 

  



（非常の場合の処置） 

第８条  受注者は、天災その他の事故により施設又は設備等が滅失したとき若しくはき損

したとき並びに盗難が発生したときは、直ちに発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者は、災害防止等のため特に必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の指

示を求めて臨機の措置をとらなければならない。 

    但し、緊急やむを得ないときは、必要な処置をとった後、発注者に通知しなければな

らない。 

３ 前２項の処置に要した経費は、発注者の負担とする。 

（損害賠償） 

第９条  受注者は、受注者の故意又は過失により施設及び設備等を滅失し、又はき損した

ときは、発注者の指示に従い自己の負担において損害を賠償しなければならない。 

（契約金額の請求支払） 

第 10条  受注者は、毎月１０日までにその前月分請負代金の支払請求書を発注者に提出

するものとする。 

  発注者は、前記の適法な支払請求書を受理した日から起算して３０日以内に請負代金を

支払うものとする。 

（解除権） 

第 11条  発注者は、受注者がこの契約において，次の各号の一に該当するときは，契約

を解除することができるものとする。この場合、１か月以上前にその旨を受注者に通知

するものとする。 

  また、第四号から第八号までに該当するときは、何らの催告もしないものとする。 

 一 この契約に違反し、又は正当な理由なく義務を履行しないとき。 

 二 この契約の履行について、受注者又は受注者使用人等に不正の行為があったとき。 

 三 受注者が契約の解除を申し出たとき。 

 四 受注者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく

は営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表

者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

 五 受注者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

 六 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いるとき。 

 七 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用



するなどしているとき。 

 八 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき。 

第 12条 この契約において，次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告無

く契約を解除できるものとする。 

 一  暴力的な要求行為 

 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

 三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

 五 その他前各号に準ずる行為 

第 13条 受注者は、第 11条第四号から第八号及び第 12条各号のいずれにも該当しない

ことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 

２ 受注者は、第 11条第四号から第八号及び第 12条各号の一に該当する行為を行った者

（以下「解除対象者」という。）を再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるとき

は、全ての再請負人を含む。）、受任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び再

請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をい

う。以下同じ。）としないことを確約するものとする。 

第 14条 発注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直

ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請負

人等）との契約を解除させることができるものとする。 

２ 受注者は、再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負

人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負

人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）と

の契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除できるものとする。 

第 15条 発注者は、第 11条、第 12条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場

合は、これにより生じた損害について、受注者へ何ら賠償ないし補償することを要しな

い。 

２ 受注者は、第 11条、第 12条及び前条第２項の規定により本契約を解除された場合に

おいて、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

第 16条 受注者又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ

等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」とい

う。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとと

もに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上

必要な協力を行うものとする。 

第 17条  受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、契約を解除することができ

る。 



２ 受注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めた場合は、この契約を解除

することができるものとする。この場合、１か月以上前にその旨を発注者に通知するも

のとする。 

（解除に伴う措置） 

第 18条  この契約を解除したとき、この解除により生ずる未済部分に対しては、第７条

の例により減額するものとする。 

（その他） 

第 19条  この契約及び別紙清掃業務作業要領に定めのない事項については、必要に応じ

て発注者、受注者が協議して定めるものとする。 

 



別　　紙 　令和８年度月別勤務回数及び請負代金

回数 請負代金

４月 11

５月 11

６月 13

７月 13

８月 13

９月 11

１０月 12

１１月 12

１２月 11

１月 11

２月 12

３月 13

合計 143 

南近畿庁舎（月・水・金）


